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徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
五
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
六
日
ま

で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
六
月
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

パ
ワ
ー
シ
テ
ィ
鴨
島

所
在
地

吉
野
川
市
鴨
島
町
牛
島
字
四
ツ
屋
一
番
一
ほ
か

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
セ
リ
ア

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
八
番
地

河
合

映
治

株
式
会
社
モ
リ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

香
川
県
善
通
寺
市
生
野
町
一
〇
六
一
番
地

森
本

宏
樹

株
式
会
社
ジ
ー
フ
ッ
ト

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三
丁
目
四
番

木
下

尚
久

一
〇
号

変
更
後氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
セ
リ
ア

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
八
番
地

河
合

映
治

株
式
会
社
モ
リ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

香
川
県
善
通
寺
市
生
野
町
一
〇
六
一
番
地

森
本

宏
樹

４

変
更
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

二

届
出
年
月
日

令
和
五
年
四
月
十
四
日

三

届
出
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
吉
野
川
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
六
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項



１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部

企
業
支
援
課
及
び
吉
野
川
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供

す
る
。



徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
五
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
六
日
ま

で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
六
月
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ハ
ロ
ー
ズ

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
六
丁
目
二
六
番
七
号

佐
藤

利
行

株
式
会
社
タ
イ
ム

岡
山
市
北
区
下
中
野
四
六
五
番
地
の
四

吉
原

重
治

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ハ
ロ
ー
ズ
北
島
中
央
店
Ａ
敷
地

所
在
地

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
福
神
一
三
番
地
一
ほ
か

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ハ
ロ
ー
ズ

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
六
丁
目
二
六
番
七
号

佐
藤

利
行

株
式
会
社
タ
イ
ム

岡
山
市
北
区
下
中
野
四
六
五
番
地
の
四

吉
原

重
治

変
更
後氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ハ
ロ
ー
ズ

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
六
丁
目
二
六
番
七
号

佐
藤

利
行

株
式
会
社
タ
イ
ム

岡
山
市
北
区
下
中
野
四
六
五
番
地
の
四

吉
原

重
治

株
式
会
社
ア
ミ
ー
ゴ

東
京
都
千
代
田
区
神
田
多
町
二
丁
目
一
番
地

中
村

友
秀

４

変
更
年
月
日

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

二

届
出
年
月
日

令
和
五
年
五
月
一
日

三

届
出
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
北
島
町
ま
ち
み
ら
い
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
六
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○



徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部

企
業
支
援
課
及
び
北
島
町
ま
ち
み
ら
い
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
五
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
六
日
ま

で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
六
月
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ハ
ロ
ー
ズ

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
六
丁
目
二
六
番
七
号

佐
藤

利
行

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ハ
ロ
ー
ズ
万
代
店

所
在
地

徳
島
市
万
代
町
五
丁
目
一
〇
―
一
ほ
か

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ハ
ロ
ー
ズ

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
六
丁
目
二
六
番
七
号

佐
藤

利
行

変
更
後氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ハ
ロ
ー
ズ

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
六
丁
目
二
六
番
七
号

佐
藤

利
行

株
式
会
社
Ｐ
Ｉ
Ｋ
Ｏ

板
野
郡
松
茂
町
笹
木
野
字
八
北
開
拓
一
―
一
六
三

石
部

高
史

４

変
更
年
月
日

令
和
五
年
八
月
二
日

二

届
出
年
月
日

令
和
五
年
五
月
十
日

三

届
出
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
六
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七



２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部

企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
五
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
六
日
ま

で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
六
月
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ハ
ロ
ー
ズ

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
六
丁
目
二
六
番
七
号

佐
藤

利
行

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ハ
ロ
ー
ズ
万
代
店

所
在
地

徳
島
市
万
代
町
五
丁
目
一
〇
―
一
ほ
か

３

変
更
事
項

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（一）

変
更
前

位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

九
三
台

変
更
後

位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

（２）

一
〇
五
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

（二）

変
更
前

位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

（２）

七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

（２）

八
八
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

（三）



変
更
前

位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

二
二
・
七
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

位
置

（１）

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

容
量

（２）

二
四
立
方
メ
ー
ト
ル

４

変
更
年
月
日

令
和
五
年
八
月
二
日

二

届
出
年
月
日

令
和
五
年
五
月
十
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
六
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部

企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
六
月
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

対
象
職
種

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

う
。
）
別
表
第
十
一
の
免
許
職
種
の
欄
に
掲
げ
る
全
職
種

二

試
験
科
目

試
験
は
、
学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
（
職
業
訓
練
原
理
、
教
科
指
導
法
、
訓
練
生
の
心
理
、
生
活

指
導
及
び
職
業
訓
練
関
係
法
規
か
ら
な
る
科
目
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
。

三

試
験
の
免
除

省
令
第
四
十
六
条
の
表
の
上
欄
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験

を
免
除
す
る
。

四

受
験
資
格

法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
法
第
二
十
八
条
第
五
項
第
二
号
又
は
第
三

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

五

試
験
期
日

令
和
五
年
八
月
六
日
（
日
曜
日
）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら

六

試
験
場
所

徳
島
市
南
末
広
町
二
三
―
六
四

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

七

受
験
手
続

１

受
験
申
請
書
及
び
添
付
書
類
（
以
下
「
受
験
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）

受
験
申
請
書
（
省
令
様
式
第
十
一
号
）
、
履
歴
書
、
写
真
（
申
請
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
上

半
身
、
正
面
脱
帽
の
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及

び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
及
び
長
形
三
号
の
返
信
用
封
筒
（
表
面
に
郵
便
番
号
、
住
所
及

び
氏
名
を
記
載
し
、
八
十
四
円
に
相
当
す
る
額
の
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
並
び
に
試
験
の
免
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
そ
れ
を
証
す
る
書
面

２

受
験
申
請
書
等
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

３

受
験
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
五
年
六
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
七
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日

曜
日
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
同
月
十
四
日
ま
で

の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

４

受
験
手
数
料

学
科
試
験

三
千
百
円

注



受
験
手
数
料
は
、
徳
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
請
書
に
貼
っ
て
納
付
す
る
こ
と
（
消
印
し
な

(一)
い
こ
と
。
）
。

受
験
手
数
料
は
、
申
請
を
取
り
下
げ
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
返
還
し
な
い
。

(二)

５

受
験
票

受
験
申
請
書
等
を
受
理
後
、
本
人
に
送
付
す
る
。

八

合
否
判
定
の
基
準

満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
は
、
合
格
と
す
る
。

九

合
格
発
表

令
和
五
年
八
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
県
庁
掲
示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も
に

、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。
な
お
、
合
格
発
表
の
日
の
午
後
一
時
か
ら
徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
合
格
者
の
受
験
番
号
を
公
表
す
る
。

十

そ
の
他

１

受
験
手
続
等
の
詳
細
を
記
載
し
た
受
験
案
内
及
び
受
験
申
請
書
は
、
徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
交
付
す
る
。
な
お
、
受
験
案
内
及
び
受
験
申
請
書
の
郵
送
を
希
望
す
る
者
は
、
宛
先

を
明
記
し
、
百
二
十
円
に
相
当
す
る
額
の
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
徳
島
県
産
業

人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
へ
申
し
込
む
こ
と
。

２

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一

―
二
三
五
三
）
に
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
度
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合

技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学
校
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
六
月
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

試
験
の
日
時

１

本
科一

般
入
学
試
験
（
規
則
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
入
学
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（一）

一
次
募
集

（１）
イ

筆
記
試
験

令
和
六
年
一
月
十
一
日
（
木
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

ロ

口
述
試
験

令
和
六
年
一
月
十
一
日
（
木
曜
日
）
午
後
一
時
か
ら

二
次
募
集

（２）
イ

筆
記
試
験

令
和
六
年
三
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

ロ

口
述
試
験

令
和
六
年
三
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
後
一
時
か
ら

推
薦
入
学
試
験
（
規
則
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
学
校
の
長
か
ら
推

（二）
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
実
施
す
る
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

論
文
試
験

令
和
五
年
十
月
十
八
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

（１）

口
述
試
験

令
和
五
年
十
月
十
八
日
（
水
曜
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら

（２）

２

研
究
科

知
事
が
、
別
に
指
定
す
る
。

二

試
験
の
場
所

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一
六
六
〇

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学

校
三

入
学
願
書
等
の
提
出
期
間

１

本
科一

般
入
学
試
験

（一）

一
次
募
集

（１）

令
和
五
年
十
二
月
十
九
日
（
火
曜
日
）
か
ら
令
和
六
年
一
月
四
日
（
木
曜
日
）
ま
で

二
次
募
集

（２）

令
和
六
年
二
月
十
五
日
（
木
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で

推
薦
入
学
試
験

（二）

令
和
五
年
九
月
二
十
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
十
一
日
（
水
曜
日
）
ま
で

２

研
究
科

令
和
六
年
二
月
二
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で

四

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学
校
学
生
募
集
案
内
（
以
下
「
募
集
案
内
」

と
い
う
。
）
及
び
入
学
願
書
等
の
用
紙
の
請
求
先
並
び
に
入
学
願
書
等
の
提
出
先

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一
六
六
〇

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学

校

学
生
支
援
担
当

五

入
学
試
験
手
数
料



二
千
二
百
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
入
学
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

六

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
募
集
案
内
を
参
照
す
る
ほ
か
、
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支

援
セ
ン
タ
ー
農
業
大
学
校
（
電
話
○
八
八－

六
七
四－

一
○
二
六
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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